
目
　
　
　
次 

示 

告 

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
南
部
振
興
）

一

○

〃

（
南
西
部
振
興
）

二

○

〃

（
東
部
振
興
）

二

○

〃

（

〃

）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
西
部
振
興
）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
北
部
振
興
本
庄
事
務
所
）

三

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
）

三

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（

〃

）

四

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
医

師
の
指
定
（
障
害
者
福
祉
推
進
課
）

四

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
医

師
の
指
定
の
変
更
届

（

〃

）

六

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
医

師
の
指
定
の
辞
退

（
障
害
者
福
祉
推
進
課
）

七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

七

○
江
袋
溜
井
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更

認
可

（
農
村
整
備
課
）

八

○
長
井
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可

（

〃

）

八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
嵐
山
北
部
地
区

（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
の

工
事
完
了

（

〃

）

八

○
備
前
堀
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認

可

（

〃

）

八

○
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
告
示

（
河
川
砂
防
課
）

八

○
川
越
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
の

案
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

九

○
越
谷
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
の

案
の
縦
覧

（

〃

）

九

○
川
越
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

九

○
川
越
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防

火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

九

○
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地

区
画
整
理
事
業
保
留
地
の
一
般
競
争

入
札
に
よ
る
処
分
の
公
告

（
伊
奈
新
都
市
建
設
事
務
所
）

九

○
埼
玉
県
立
上
尾
特
別
支
援
学
校
外
二

十
四
校
で
使
用
す
る
電
気
の
購
入
に

関
す
る
落
札
結
果（

教
委
・
財
務
課
）

一
一

○
県
道
川
越
坂
戸
毛
呂
山
線
の
供
用
の

開
始

（
飯
能
県
土
）

一
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
）

一
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
）

一
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

一
二

○
運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
の
公
示

（
運
転
免
許
課
）

一
二

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振

興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
す
こ
や
か
文
化
交

流
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

女
屋

栄
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
口
市
西
川
口
一
丁
目
三
四
番
一

〇
号
共
栄
ビ
ル
三
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
人
々
が

形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
な
立
場
で
実
践

的
に
、
広
い
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
を
図

り
、
文
化
・
芸
術
と
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び

保
健
・
医
療
と
福
祉
の
増
進
の
た
め
、
男
女

共
同
参
画
社
会
の
形
成
を
促
進
さ
せ
、
地
域

の
関
係
行
政
機
関
及
び
民
間
団
体
と
住
民
が

－１－

第����号平成��年�月�日（火曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

草
の
根
的
交
流
の
も
と
に
活
動
を
展
開
し
、

そ
の
地
域
の
文
化
的
で
健
康
な
暮
ら
し
を
実

現
さ
せ
、
地
域
の
発
展
と
生
活
の
安
定
向
上

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南

西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
の
か
介
護
サ
ー

ビ
ス

三

代
表
者
の
氏
名

齋
藤

匡
人

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
光
市
白
子
三
丁
目
十
六
番
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
要
介
護
者
に

対
し
、
心
身
と
も
に
健
や
か
で
当
た
り
前
の

生
活
が
で
き
る
よ
う
に
ヘ
ル
パ
ー
に
よ
り
自

立
支
援
を
促
し
、
要
介
護
者
の
社
会
的
自
立

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
要
介
護
者
に

対
し
、
心
身
と
も
に
健
や
か
で
当
た
り
前
の

生
活
が
で
き
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
介
護
手
段

を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
自
立
支
援
を
促
し
、

要
介
護
者
の
社
会
的
自
立
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振

興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
親
子
サ
ポ
ー
ト
ぽ

っ
ぽ

三

代
表
者
の
氏
名

大
塚

節
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
北
�
飾
郡
松
伏
町
大
字
松
伏
三
三

九
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
い
て
子
育
て
中

の
家
族
に
支
援
活
動
を
広
く
行
い
、
家
庭
教

育
の
充
実
と
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
心
豊

か
に
育
つ
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
地
域
社
会
の

実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東

部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
越
谷
市
手
を
つ
な

ぐ
育
成
会
・
友

三

代
表
者
の
氏
名

高
野

淑
恵

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
越
谷
市
上
間
久
里
一
〇
一
六
番
地

五
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
越
谷
市
内
の
知
的
に
障
害

を
持
つ
人
々
に
日
中
活
動
の
場
を
提
供
し
、

自
立
に
向
け
て
あ
ら
ゆ
る
支
援
と
介
助
を
行

う
と
共
に
、
知
的
に
障
害
を
持
つ
人
々
が
す

べ
て
の
人
々
と
同
等
に
、
共
に
心
豊
か
な
地

域
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
目
指

し
て
社
会
参
加
が
出
来
る
よ
う
、
障
害
者
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号

－２－
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
マ
リ
ア

三

代
表
者
の
氏
名

黒
川

京
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
北
秋
津
八
百
七
十
六

番
地
二
所
沢
コ
ー
ポ
ラ
ス
Ｂ
棟
四
百
十
二
号

室
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
生
活
困
窮
者
に
対
し
、
社

会
福
祉
士
等
が
生
活
全
般
に
渡
る
支
援
を
総

合
的
に
行
い
、
社
会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北

部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て

備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー

シ
ョ
ン（http

://w
w
w
.saitam

aken-npo.net
/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉

国
際
親
善
交
流
友
好
協
会
若
葉
会

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
プ

リ
ン
グ
ス
本
泉

三

代
表
者
の
氏
名

木
村

登
志
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
河
内
三
十
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
わ
が
国
の
高

齢
化
社
会
に
対
応
す
る
た
め
、
介
護
を
必
要

と
す
る
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
ま
た
は
知
的

障
害
者
の
方
に
対
し
て
必
要
な
身
体
介
護
、

生
活
支
援
な
ど
全
般
的
な
介
護
活
動
を
行

い
、
社
会
福
祉
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
小

中
学
校
の
学
級
崩
壊
、
い
じ
め
、
不
登
校
な

ど
の
問
題
解
決
、
ま
た
昨
今
子
ど
も
が
被
害

者
と
な
る
誘
拐
・
殺
人
事
件
な
ど
の
凶
悪
犯

罪
事
件
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
、
行
政
と

保
護
者
と
の
連
携
を
深
め
防
犯
の
ま
ち
づ
く

り
に
推
進
し
、
次
代
の
国
際
社
会
の
一
翼
を

担
う
青
少
年
に
対
し
て
は
国
際
的
視
野
の
拡

大
を
目
指
す
た
め
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
同

世
代
の
青
少
年
と
の
学
術
、
文
化
、
芸
術
な

ど
の
交
流
を
促
進
す
る
一
方
、
わ
が
国
の
農

業
技
術
を
は
じ
め
と
す
る
高
度
な
先
進
技
術

を
当
該
国
に
て
実
地
指
導
す
る
。
ま
た
、
わ

が
国
に
は
多
く
の
外
国
人
が
在
留
し
て
い
る

が
、
言
葉
や
慣
習
、
或
い
は
外
国
人
で
あ
る

と
い
う
理
由
で
差
別
的
待
遇
を
受
け
て
い
る

外
国
人
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
方
に
対
し
て
わ

が
国
、
わ
が
地
域
で
生
き
が
い
の
あ
る
生
活

を
送
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
国
際
社
会
の
一
員

で
あ
る
わ
が
国
へ
の
理
解
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
本
庄
市
児
玉

町
本
泉
地
域
を
中
心
に
、
地
域
福
祉
の
増

進
、
環
境
の
保
全
、
国
際
交
流
の
推
進
す
る

こ
と
等
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
Ｉ
Ｃ
Ｔ
普
及

協
会

三

代
表
者
の
氏
名

牛
山

茂

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

－３－
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埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
中
尾
一
三

五
四
番
地
四
―
一
〇
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
「
ど
こ
で
も
、
誰
も
が
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
を
自
在
に
使
え
る
」
と
い
う
時

代
に
、
市
民
の
パ
ソ
コ
ン
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
志

向
に
合
致
し
た
魅
力
あ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

準
備
し
、
熟
練
の
パ
ソ
コ
ン
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
が
自
ら
の
ス
キ
ル
や
経
験
を
社
会
に
還

元
し
て
、
市
民
に
パ
ソ
コ
ン
ラ
イ
フ
の
楽
し

さ
を
伝
え
、
ま
た
更
に
、
シ
ニ
ア
の
パ
ソ
コ

ン
指
導
者
を
育
成
し
て
、
地
域
で
の
活
動
の

場
を
つ
く
り
、
社
会
貢
献
の
輪
を
ひ
ろ
げ
、

パ
ソ
コ
ン
活
用
の
普
及
と
、
行
政
が
目
指
す

電
子
自
治
体
の
推
進
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
活
介
護
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

井
上

榮

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
中
川
二
九
九

―
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

生
活
介
護
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
高
齢
社
会

に
あ
っ
て
、
安
心
し
て
老
後
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
る
充
実
し
た
福
祉
制
度
、
お
よ
び
地

域
社
会
実
現
の
た
め
に
、
年
齢
、
性
別
、
職

業
を
越
え
た
幅
広
い
層
の
人
々
が
と
も
に
考

え
、
学
び
、
行
動
す
る
会
で
す
。
私
た
ち
の

会
は
、
市
民
が
求
め
る
福
祉
に
つ
い
て
調

査
、
研
究
、
提
言
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者

障
害
者
等
、
市
民
の
生
活
自
立
を
支
援
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ

り
よ
い
市
民
社
会
を
目
指
し
ま
す
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

医
師
の
氏
名

指
定
障
害
区
分

診

療

科

名

医

療

機

関

の

名

称

医

療

機

関

の

所

在

地

指

定

年

月

日

佐
々
木

淳

視
覚
障
害

眼

科

佐
々
木
眼
科
医
院

和
光
市
新
倉
一
―
二
―
六
七
和
光
駅
前
ビ
ル
五
階

平
成
二
十
一
年

六
月

八
日

槇

島

豊

視
覚
障
害

眼

科

医
療
法
人
一
心
会

伊
奈
病
院

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
九
四
一
九

同

渡

邉

直

人

聴
覚
障
害
、平
衡
機
能
障
害
、

耳
鼻
咽
喉
科

わ
た
な
べ
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

羽
生
市
藤
井
下
組
一
四
六
―
一

同

音
声
・
言
語
機
能
障
害
、

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害

尾

方

克

久

平
衡
機
能
障
害

神

経

内

科

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

東
埼
玉
病
院

�
田
市
黒
浜
四
一
四
七

同

洲

川

明

久

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー

熊
谷
市
板
井
一
六
九
六

同

加

藤

馨

音
声
・
言
語
機
能
障
害

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

か
と
う
整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

志
木
市
本
町
五
―
二
二
―
二
九

同

文

村

優

一

平
衡
機
能
障
害
、

神

経

内

科

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

上
尾
市
西
貝
塚
一
四
八
―
一

同

音
声
・
言
語
機
能
障
害
、

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害

門

間

一

成

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

防
衛
医
科
大
学
校
病
院

所
沢
市
並
木
三
―
二

同

－４－
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神

谷

達

司

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

神
谷
医
院

草
加
市
吉
町
三
―
一
―
三

平
成
二
十
一
年

六
月

八
日

神

宝

知

行

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

埼
玉
病
院

和
光
市
諏
訪
二
―
一

同

角

田

朗

肢
体
不
自
由

脳
神
経
外
科

越
谷
市
立
病
院

越
谷
市
東
越
谷
一
〇
―
四
七
―
一

同

加

藤

剛

肢
体
不
自
由

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

埼
玉
み
さ
と
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

三
郷
市
新
和
五
―
二
〇
七

同

高

橋

雅

足

肢
体
不
自
由

整

形

外

科

医
療
法
人
三
誠
会

川
口
誠
和
病
院

川
口
市
江
戸
三
―
三
五
―
四
六

同

里

見

嘉

昭

肢
体
不
自
由

整

形

外

科

医
療
法
人
向
英
会

高
田
整
形
外
科
病
院

新
座
市
野
火
止
六
―
五
―
二
〇

同

加

藤

広

久

肢
体
不
自
由

整

形

外

科

か
と
う
整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

志
木
市
本
町
五
―
二
二
―
二
九

同

齋

藤

昭

彦

肢
体
不
自
由

整

形

外

科

医
療
法
人
財
団
聖
蹟
会

埼
玉
県
央
病
院

桶
川
市
坂
田
一
七
二
六

同

榎

本

光

宏

肢
体
不
自
由

整

形

外

科

獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
―
五
〇

同

永

山

寛

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

神
谷
医
院

草
加
市
吉
町
三
―
一
―
三

同

門

倉

愛

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

あ
ね
と
す
ホ
ー
ム
ケ
ア
診
療
所

深
谷
市
人
見
一
九
七
五

同

峰

田

自

章

肢
体
不
自
由

内

科

医
療
法
人
社
団
和
風
会

所
沢
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

所
沢
市
中
富
一
〇
一
六

同

竹

内

真

肢
体
不
自
由

形

成

外

科

ゆ
り
の
き
皮
膚
科
形
成
外
科

南
埼
玉
郡
白
岡
町
野
牛
一
三
四
〇
―
一

同

野

原

広

明

肢
体
不
自
由

整

形

外

科

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー

日
高
市
山
根
一
三
九
七
―
一

同

日

野

太

郎

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院

所
沢
市
並
木
四
―
一

同

後

藤

あ
か
ね

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院

所
沢
市
並
木
四
―
一

同

亀

田

典

佳

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

医
療
法
人
啓
仁
会

平
成
の
森
・
川
島
病
院

比
企
郡
川
島
町
畑
中
四
七
八
―
一

同

中

川

博

通

肢
体
不
自
由

整

形

外

科

医
療
法
人
早
仁
会

久
喜
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

久
喜
市
下
早
見
一
一
八
三
―
一

同

文

村

優

一

肢
体
不
自
由

神

経

内

科

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

上
尾
市
西
貝
塚
一
四
八
―
一

同

平

塚

建
太
郎

肢
体
不
自
由

整

形

外

科

平
塚
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

富
士
見
市
鶴
馬
三
三
七
一
―
一

同

飯

田

隆

史

心
臓
機
能
障
害

循

環

器

科

医
療
法
人
財
団
石
心
会

狭
山
病
院

狭
山
市
鵜
ノ
木
一
―
三
三

同

三

田

謙

心
臓
機
能
障
害

循

環

器

科

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

上
尾
市
西
貝
塚
一
四
八
―
一

同

島

野

靖

正

じ
ん
臓
機
能
障
害

内

科

深
谷
赤
十
字
病
院

深
谷
市
上
柴
町
西
五
―
八
―
一

同

泉

一

誠

じ
ん
臓
機
能
障
害

内

科

医
療
法
人
財
団
明
理
会

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院

富
士
見
市
鶴
馬
一
九
六
七
―
一

同

川

崎

宗

泰

じ
ん
臓
機
能
障
害

循

環

器

科

医
療
法
人
社
団
愛
友
会

三
郷
中
央
総
合
病
院

三
郷
市
幸
房
七
四
五

同

内

田

耕

呼
吸
器
機
能
障
害

呼

吸

器

科

医
療
法
人
社
団
愛
友
会

三
郷
中
央
総
合
病
院

三
郷
市
幸
房
七
四
五

同

藤

原

寛

樹

呼
吸
器
機
能
障
害

呼

吸

器

科

獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
―
五
〇

同

高

山

賢

哉

呼
吸
器
機
能
障
害

呼

吸

器

科

獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
―
五
〇

同

相

良

博

典

呼
吸
器
機
能
障
害

呼

吸

器

科

獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
―
五
〇

同

遠

藤

健

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害

外

科

医
療
法
人
財
団
明
理
会

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院

富
士
見
市
鶴
馬
一
九
六
七
―
一

同

陳

尚

顯

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害

外

科

朝
霞
台
中
央
総
合
病
院

朝
霞
市
西
弁
財
一
―
八
―
一
〇

同

佐

藤

貴

弘

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害

外

科

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー

日
高
市
山
根
一
三
九
七
―
一

同

－５－
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松

本

匡

史

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害

外

科

獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
―
五
〇

平
成
二
十
一
年

六
月

八
日

奥

山

隆

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害

外

科

獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
―
五
〇

同

伊

原

治

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害

外

科

藤
間
病
院

熊
谷
市
末
広
二
―
一
三
七

同

村

山

猛

男

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害

泌

尿

器

科

医
療
法
人
社
団
秀
栄
会

所
沢
第
一
病
院

所
沢
市
下
安
松
一
五
五
九
―
一

同

伊

原

治

小
腸
機
能
障
害

外

科

藤
間
病
院

熊
谷
市
末
広
二
―
一
三
七

同

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
医
師
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

医
師
の
氏
名

指
定
障
害
区
分

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

梅

津

達

也

心

臓

機

能

障

害

医
療
機
関
名

行
田
協
立
診
療
所

み
ん
な
の
診
療
所

平
成
十
三

年

十
月

一
日

所

在

地

行
田
市
本
丸
一
八
―
三

比
企
郡
嵐
山
町
鎌
形
一
三
三
一
―
一

石

�

綾

乃

視

覚

障

害

医
療
機
関
名

深
谷
赤
十
字
病
院

よ
こ
づ
か
眼
科

平
成
二
十

年

四
月

一
日

所

在

地

深
谷
市
上
柴
町
西
五
―
八
―
一

上
尾
市
久
保
四
五
七
―
八

大
久
保

忠

男

肢

体

不

自

由

医
療
機
関
名

武
南
病
院

医
療
法
人
一
心
会

上
尾
甦
生
病
院

平
成
二
十
一
年

一
月

一
日

所

在

地

川
口
市
東
本
郷
二
〇
二
六

上
尾
市
地
頭
方
四
二
一
―
一

壽

美

周

平

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害

医
療
機
関
名

医
療
法
人
財
団
明
理
会

鶴
瀬
病
院

医
療
法
人
財
団
明
理
会

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院

平
成
二
十
一
年

三
月

一
日

所

在

地

富
士
見
市
羽
沢
二
―
一
一
―
一
四

富
士
見
市
鶴
馬
一
九
六
七
―
一

穐

吉

真

肢

体

不

自

由

医
療
機
関
名

医
療
法
人
財
団
明
理
会

鶴
瀬
病
院

医
療
法
人
財
団
明
理
会

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院

平
成
二
十
一
年

三
月

一
日

所

在

地

富
士
見
市
羽
沢
二
―
一
一
―
一
四

富
士
見
市
鶴
馬
一
九
六
七
―
一

泉

一

誠

肢

体

不

自

由

医
療
機
関
名

医
療
法
人
財
団
明
理
会

鶴
瀬
病
院

医
療
法
人
財
団
明
理
会

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院

平
成
二
十
一
年

三
月

一
日

所

在

地

富
士
見
市
羽
沢
二
―
一
一
―
一
四

富
士
見
市
鶴
馬
一
九
六
七
―
一

当

銀

正

幸

心

臓

機

能

障

害

医
療
機
関
名

医
療
法
人
財
団
明
理
会

鶴
瀬
病
院

医
療
法
人
財
団
明
理
会

イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病
院

平
成
二
十
一
年

三
月

一
日

所

在

地

富
士
見
市
羽
沢
二
―
一
一
―
一
四

富
士
見
市
鶴
馬
一
九
六
七
―
一

白

川

哲

也

肢

体

不

自

由

医
療
機
関
名

埼
玉
医
科
大
学
病
院

埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
一
年

三
月

一
日

氏

名

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三
八

日
高
市
山
根
一
三
九
七
―
一

張

禎

浩

肢

体

不

自

由

医
療
機
関
名

川
口
工
業
総
合
病
院

草
加
市
立
病
院

平
成
二
十
一
年

四
月

一
日

所

在

地

川
口
市
青
木
一
―
一
八
―
一
五

草
加
市
草
加
二
―
二
一
―
一

前

田

晃

宏

肢
体
不
自
由
、音
声
・
言
語
機
能
障
害
、

医
療
機
関
名

医
療
法
人
和
会

武
蔵
台
病
院

ま
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
成
二
十
一
年

四
月

一
日

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害

所

在

地

日
高
市
久
保
二
七
八
―
一
二

日
高
市
武
蔵
台
一
―
二
三
―
一
六

小

林

正

幸

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害
、

医
療
機
関
名

埼
玉
医
科
大
学
病
院

社
会
福
祉
法
人

毛
呂
病
院

平
成
二
十
一
年

四
月

一
日

－６－
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小

腸

機

能

障

害

所

在

地

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三
八

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三
八

大

島

逸

馬

じ
ん
臓
機
能
障
害

医
療
機
関
名

医
療
法
人
一
心
会

伊
奈
病
院

医
療
法
人
蒼
龍
会

武
蔵
嵐
山
病
院

平
成
二
十
一
年

四
月

一
日

所

在

地

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
九
四
一
九

比
企
郡
嵐
山
町
太
郎
丸
一
三
五

吉

井

大

視

覚

障

害

医
療
機
関
名

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

上
福
岡
駅
前
ア
イ
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
成
二
十
一
年

六
月

十
二
日

所

在

地

所
沢
市
並
木
四
―
一

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
六
―
四
―
五
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
上
福
岡
二
階

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

医
師
の
氏
名

指
定
障
害
区
分

医

療

機

関

の

名

称

医

療

機

関

の

所

在

地

辞

退

年

月

日

井

上

淳

一

肢

体

不

自

由

新
座
病
院

新
座
市
堀
ノ
内
三
―
一
四
―
三
〇

平
成
二
十
一
年

二
月
二
十
八
日

金

浩

澤

肢

体

不

自

由

埼
玉
医
科
大
学
病
院

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三
八

平
成
二
十
一
年

三
月

十
二
日

福

元

晃

聴
覚
障
害
、平
衡
機
能
障
害
、

東
埼
玉
総
合
病
院

北
�
飾
郡
杉
戸
町
清
地
二
―
二
―
一
一

平
成
二
十
一
年

三
月

十
八
日

音
声
・
言
語
機
能
障
害
、

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害

風

間

明
日
香

肢

体

不

自

由

越
谷
市
立
病
院

越
谷
市
東
越
谷
一
〇
―
四
七
―
一

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

雪

竹

修

司

肢

体

不

自

由

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

上
尾
市
西
貝
塚
一
四
八
―
一

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

山

田

博

之

肢

体

不

自

由

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

上
尾
市
西
貝
塚
一
四
八
―
一

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

三

浦

義

治

肢

体

不

自

由

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

上
尾
市
西
貝
塚
一
四
八
―
一

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

加

藤

宏

一

肢

体

不

自

由

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支
部

埼
玉
県
済
生
会
栗
橋
病
院

北
�
飾
郡
栗
橋
町
小
右
衛
門
七
一
四
―
六

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

岡

田

俊

一

肢

体

不

自

由

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会
支
部

埼
玉
県
済
生
会
栗
橋
病
院

北
�
飾
郡
栗
橋
町
小
右
衛
門
七
一
四
―
六

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

小

林

裕

幸

免

疫

機

能

障

害

防
衛
医
科
大
学
校
病
院

所
沢
市
並
木
三
―
二

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

谷

�

義

徳

肢

体

不

自

由

北
里
大
学
北
里
研
究
所
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

北
本
市
荒
井
六
―
一
〇
〇

平
成
二
十
一
年

四
月

一
日

原

真

人

呼
吸
器
機
能
障
害

北
里
大
学
北
里
研
究
所
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

北
本
市
荒
井
六
―
一
〇
〇

平
成
二
十
一
年

四
月

一
日

加

藤

亮

子

肢

体

不

自

由

特
定
医
療
法
人
俊
仁
会

秩
父
第
一
病
院

秩
父
市
中
村
町
二
―
八
―
一
四

平
成
二
十
一
年

四
月
二
十
八
日

新

津

義

文

じ
ん
臓
機
能
障
害

医
療
法
人
財
団
石
心
会

狭
山
病
院

狭
山
市
鵜
ノ
木
一
―
三
三

平
成
二
十
一
年

四
月

三
十
日

�

木

和

敬

肢

体

不

自

由

医
療
法
人
社
団

堀
ノ
内
ク
リ
ニ
ッ
ク

新
座
市
堀
ノ
内
三
―
一
―
一
三

平
成
二
十
一
年

四
月

三
十
日

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
ス
テ
ム
ビ
バ
白
岡
店

南
埼
玉
郡
白
岡
町
西
六
丁
目
五
番
地
一

ほ
か

ロ

変
更
の
概
要

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（
変
更
前
）
駐
車
場

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

二
四
九
台

（
変
更
後
）
駐
車
場

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

二
一
七
台

出
入
口
の
数
及
び
位
置

（
変
更
前
）
出
入
口

位
置

図
面
省
略

数

六
箇
所

（
変
更
後
）
出
入
口

位
置

図
面
省
略

数

五
箇
所

ハ

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
四
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十

一
年
六
月
三
十
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名

称

江
袋
溜
井
土
地
改
良
区

二

事
務
所
の
所
在
地

熊
谷
市

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十

一
年
六
月
三
十
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名

称

長
井
土
地
改
良
区

二

事
務
所
の
所
在
地

熊
谷
市

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号

県
営
土
地
改
良
事
業
嵐
山
北
部
地
区
（
経
営

体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
の
工
事
を
平
成
二
十

一
年
六
月
十
三
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第

百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十

一
年
七
月
二
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名

称

備
前
堀
土
地
改
良
区

二

事
務
所
の
所
在
地

北
埼
玉
郡
騎
西
町

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
八
号

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水

流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

第
二
〇
〇
八
―
二
〇
―
〇
号

二

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地

の
区
域

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
玉
川
字
日
野
原

八
七
四
―
一
、
八
七
四
―
七
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三

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量

容
量

一
六
八
二
・
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

川
越
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

川
越
市
大
字
今
福
、
砂
、
下
新
河
岸
及
び

寺
尾
の
各
一
部

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
飯
能
県

土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備

事
務
所
、
川
越
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画

課
、
日
高
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び

川
島
町
都
市
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
七
月
二
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
九
百
九
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

越
谷
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

越
谷
市
東
町
六
丁
目
、
七
丁
目
、
川
柳
町

六
丁
目
の
全
部
、
及
び
東
町
四
丁
目
大
成
町

五
丁
目
の
各
一
部
、
吉
川
市
大
字
道
庭
、
大

字
中
曽
根
の
各
一
部

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
越
谷
市
都
市
整

備
部
都
市
計
画
課
、
吉
川
市
都
市
建
設
部
都

市
計
画
課
、
松
伏
町
ま
ち
づ
く
り
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
七
月
二
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
九
百
九
十
一
号

川
越
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
百
九
十
二
号

川
越
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び

準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整

理
事
業
保
留
地
処
分
規
程
（
平
成
十
八
年
埼
玉

県
告
示
第
八
百
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

り
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
保
留
地
の
処
分
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

保
留
地
の
位
置
、
地
積
及
び
予
定
価
格

イ

入
札
物
件
番
号
一

�

位
置

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
八
十

九
街
区
十
画
地
（
北
足
立
郡
伊
奈
町
大

字
羽
貫
八
百
五
番
地
外
）

�

地
積

二
百
二
十
七
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

千
七
百
三
十
八
万
四
千
五
十
六
円

ロ

入
札
物
件
番
号
二

�

位
置

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
八
十

九
街
区
十
一
画
地
（
北
足
立
郡
伊
奈
町

大
字
羽
貫
八
百
七
番
地
一
外
）

�

地
積

二
百
二
十
七
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

千
四
百
六
十
三
万
八
百
二
十
二
円

ハ

入
札
物
件
番
号
三

�

位
置

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
二
百

三
十
四
―
一
街
区
四
画
地
（
北
足
立
郡

伊
奈
町
大
字
小
針
内
宿
千
六
百
九
十
八

番
地
一
外
）

�

地
積

百
三
十
五
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

千
七
十
八
万
五
千
四
円

ニ

入
札
物
件
番
号
四

�

位
置

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
二
百

三
十
四
―
二
街
区
十
四
画
地
（
北
足
立

郡
伊
奈
町
大
字
小
針
内
宿
千
六
百
九
十

四
番
地
二
外
）

�

地
積

二
百
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

九
百
六
十
四
万
円

ホ

入
札
物
件
番
号
五

�

位
置

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
二
百
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三
十
四
―
二
街
区
十
五
画
地
（
北
足
立

郡
伊
奈
町
大
字
小
針
内
宿
千
六
百
八
十

九
番
地
二
）

�

地
積

百
四
十
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

八
百
六
十
三
万
七
千
六
百
七
十
五
円

ヘ

入
札
物
件
番
号
六

�

位
置

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
二
百

四
十
一
街
区
十
五
画
地
（
北
足
立
郡
伊

奈
町
大
字
小
針
新
宿
五
百
九
十
六
番
地

一
外
）

�

地
積

二
百
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

千
二
百
八
十
九
万
千
三
百
五
十
五
円

ト

入
札
物
件
番
号
七

�

位
置

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
二
百

四
十
一
街
区
十
六
画
地
（
北
足
立
郡
伊

奈
町
大
字
小
針
内
宿
千
七
百
十
番
地
一

外
）

�

地
積

二
百
十
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

千
百
万
五
千
八
百
四
十
八
円

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
入
札

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又

は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

ロ

入
札
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は

公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は

不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

ハ

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
四
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
更

正
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る

者
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ

れ
て
い
る
者

ニ

次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

�

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又

は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を

妨
げ
た
者

�

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行

し
な
か
っ
た
者

�

�
又
は
�
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い

な
い
者
を
契
約
の
履
行
に
当
た
り
代
理

人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て

使
用
し
た
者

ホ

物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名

停
止
等
措
置
要
綱
（
平
成
八
年
六
月
十
三

日
付
け
出
物
第
百
八
十
号
）
に
基
づ
く
指

名
停
止
期
間
中
で
あ
る
者

ヘ

埼
玉
県
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止

等
の
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
付
け
入
審
第
五
百
十
三
号
）
に
基

づ
く
入
札
参
加
停
止
期
間
中
で
あ
る
者

ト

埼
玉
県
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排
除
措

置
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
付
け

入
審
第
九
十
七
号
）
に
基
づ
く
入
札
参
加

除
外
措
置
を
受
け
て
い
る
者

チ

都
道
府
県
税
（
都
道
府
県
民
税
、
法
人

都
道
府
県
民
税
、
法
人
事
業
税
又
は
個
人

事
業
税
）
の
滞
納
が
あ
る
者

リ

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区

画
整
理
事
業
保
留
地
処
分
規
程
で
定
め
る

方
法
に
よ
り
契
約
代
金
を
支
払
う
こ
と
が

で
き
な
い
者

三

入
札
参
加
申
込
み
受
付
の
期
間
及
び
場
所

イ

期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日
（
月
）

か
ら
同
月
三
十
一
日
（
金
）
ま
で

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
五
時
ま
で

ロ

場
所

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
九
千
四
百

五
十
四
番
地
一

埼
玉
県
伊
奈
新
都
市
建

設
事
務
所

四

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

イ

日
時

�

入
札
物
件
番
号
一

平
成
二
十
一
年
八
月
十
二
日
（
水
）

午
前
十
時

�

入
札
物
件
番
号
二

平
成
二
十
一
年
八
月
十
二
日
（
水
）

午
前
十
時
三
十
分

�

入
札
物
件
番
号
三

平
成
二
十
一
年
八
月
十
二
日
（
水
）

午
前
十
一
時

�

入
札
物
件
番
号
四

平
成
二
十
一
年
八
月
十
二
日
（
水
）

午
前
十
一
時
三
十
分

�

入
札
物
件
番
号
五

平
成
二
十
一
年
八
月
十
二
日
（
水
）

午
後
一
時
三
十
分

�

入
札
物
件
番
号
六

平
成
二
十
一
年
八
月
十
二
日
（
水
）

午
後
二
時

�

入
札
物
件
番
号
七

平
成
二
十
一
年
八
月
十
二
日
（
水
）

午
後
二
時
三
十
分

ロ

場
所

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
九
千
四
百

五
十
四
番
地
一

埼
玉
県
伊
奈
新
都
市
建

設
事
務
所
二
階
会
議
室

五

入
札
保
証
金

入
札
参
加
者
の
見
積
も
る
入
札
金
額
の
百

分
の
五
以
上
の
額
（
入
札
参
加
資
格
審
査
後

郵
送
さ
れ
る
納
付
書
兼
領
収
書
に
よ
り
納
付

す
る
こ
と
。）

六

入
札
の
無
効

次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

イ

入
札
者
の
押
印
の
な
い
入
札
書
に
よ
る

も
の

ロ

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
箇
所
に
押
印
の
な
い
入
札
書
に

よ
る
も
の

ハ

押
印
さ
れ
た
印
影
が
明
ら
か
で
な
い
入

札
書
に
よ
る
も
の

ニ

入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
が
し

た
も
の

－１０－
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ホ

記
載
す
べ
き
事
項
の
記
入
の
な
い
入
札

書
又
は
記
入
し
た
事
項
が
明
ら
か
で
な
い

入
札
書
に
よ
る
も
の

ヘ

入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
い
者
又
は
納

付
し
た
入
札
保
証
金
の
額
が
所
定
の
率
に

よ
る
額
に
達
し
な
い
者
が
し
た
も
の

ト

代
理
人
で
委
任
状
を
提
出
し
な
い
者
が

し
た
も
の

チ

他
の
入
札
者
の
代
理
を
兼
ね
た
者
が
し

た
も
の

リ

二
以
上
の
入
札
書
を
提
出
し
た
者
が
し

た
も
の
又
は
二
以
上
の
者
の
代
理
を
し
た

者
が
し
た
も
の

七

落
札
者
の
決
定
方
法

落
札
者
は
、
埼
玉
県
が
定
め
た
予
定
価
格

以
上
の
価
格
で
最
高
の
価
格
を
も
っ
て
入

札
し
た
者
と
す
る
。

八

そ
の
他

イ

入
札
参
加
要
領
及
び
入
札
参
加
申
込
書

は
、
埼
玉
県
伊
奈
新
都
市
建
設
事
務
所
に

お
い
て
配
布
す
る
。

な
お
、
郵
送
を
希
望
す
る
者
は
、
同
事

務
所
に
電
話
で
請
求
す
る
こ
と
。

ロ

入
札
に
関
し
不
明
な
点
は
、
埼
玉
県
伊

奈
新
都
市
建
設
事
務
所
（
電
話
〇
四
八
―

七
二
二
―
一
一
七
五
）
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

埼
玉
県
告
示
第
九
百
九
十
四
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
立
上
尾
特
別
支
援
学
校
外
２４
校
で

使
用
す
る
電
気
予
定
使
用
電
力
量

４
，６３８
，３００
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

※
平
成
２１
年
４
月
１
日
付
け
で
養
護
学
校

か
ら
特
別
支
援
学
校
に
名
称
変
更
を
し
て

い
る
。

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
教
育
総
務
部
財
務
課
学
校

予
算
経
理
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和

区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
５
月
１５
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ネ
ッ
ト
東
京
都
港
区
芝
公

園
１
丁
目
８
番
１２
号

５
落
札
金
額

１０４
，１６３
，９１５
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
３
月
２４
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

蓮

池

博

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

四
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

指
令
東
整
第
一
九
〇
一
一
七
〇
号

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

川
越
坂
戸
毛
呂
山
線

鶴
ヶ
島
市
大
字
五
味
ヶ
谷
字
椿
山
裏
三
一
一
番
一
地
先

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
十
六
号
の
道
路
予
定
区
域
の
供
用
の
開
始
で
あ
る
。
住
宅
市
街
地
基

盤
（
道
路
）
整
備
事
業
に
よ
る
。

延
長
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

－１１－
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二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

第
二
一
〇
〇
四
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
西
打
越
五
一

一
八
―
十
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
熊
谷
市
押
切
二
六
五
三
―
四
八

小
野
寺

美
由
紀

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

指
令
川
建
セ
第
二
〇
〇
〇
五
二
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

第
二
一
〇
〇
四
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
玉
川
字
日
野
原

八
七
四
―
一
、
八
七
四
―
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
―
一
二
―
二

東
プ
レ
埼
玉
株
式
会
社

代
表
取
締
役

荒
井
侃
一

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

四
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
七
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
六
月
十
九
日

指
令
川
建
セ
第
二
〇
〇
一
三
二
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

第
二
一
〇
〇
四
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
吉
見
町
大
字
江
綱
字
裏
屋
敷
一
一

九
三
―
一
、
一
一
九
四
―
一
、
一
一
九
五
―

一
、
一
一
九
八
―
一
、
一
二
〇
〇
―
一
、
一

二
〇
一
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
一
番
一
号

コ
ス
モ
石
油
株
式
会
社

代
表
取
締
役

木
村

彌
一

埼
玉
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１９１
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５
年
法
律
第
１０５
号
）
第
１０８
条
の
３２
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
者

を
運
転
免
許
取
得
者
教
育
施
設
と
し
て
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。
平
成
２１
年
７
月
７
日

埼
玉
県
公
安
委
員
会
委
員
長
�
梨
�
彦

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１２
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）

第
１
条
第
８
号
の
課
程

名
称
及
び
住
所
並
び
に

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
行
う

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

教
育
課
程
の

名
称

認
定
を
行
っ
た

年
月

日

滝
野
川
自
動
車
株
式
会
社

東
京
都
目
黒
区
東
山
２
丁
目

１０
番
８
号

鈴
木
和
江

埼
玉
と
だ
自
動
車
学
校

戸
田
市
大
字
新
曽
２０
番
地

セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ド
ラ
イ
バ
ー
教
育
平
成
２１
年
６
月
１１

日

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －１２－

第����号平成��年�月�日（火曜日）
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